
京都市重度心身障害児者日常生活用具給付要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、在宅の重度心身障害児者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）第７７条第１項第６号

に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活用具（以下「用具」という。）を給付すること

により、在宅の重度心身障害児者の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に寄与

することを目的とする。ただし、別表１（第４条関連）の対象者の欄に特に定めるものに

ついては、在宅生活者に限らないものとする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において、給付の意義は、用具が申請者の所有に帰することをいう。 

 
（実施主体） 
第３条 この事業の実施主体は、京都市とする。 
２ 市長は、給付の事務の一部を、適当と認める業者（以下「業者」という。）に委託する

ことができる。 
 
（給付対象者等） 
第４条 給付する用具及びその費用は、それぞれ別表１の区分の欄及び価格の欄に掲げる

とおりとし、その対象者は、当該区分に応じ、同表対象者の欄に掲げる者で、本市の区域

内に住所を有している者とする。ただし、用具の給付を受けようとする１８歳以上の障害

者及びその配偶者のいずれかの者について、用具の給付のあった月の属する年度（用具の

給付のあった月が４月から６月までの間にあっては、前年度）分の地方税法の規定による

市町村民税の所得割（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

令（以下「令」という。）第１７条第２号イに規定する所得割をいう。以下同じ。）の額（令

第１７条第２号イに規定する額をいう。以下同じ。）が４６万円以上である場合には、給

付の対象としない。なお、所得割の額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行規則（以下「規則」という。）第２６条の３の規定

を準用する。この場合において、規則第２６条の３中「支給決定障害者等又は当該支給決

定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのを「用具の給付を受けようとする１８歳以

上の障害者及びその配偶者のいずれかの者」と読み替えるものとする。 
２ 障害者総合支援法第１９条第２項から第５項までの規定は、日常生活用具の給付に係

る決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、障害者総合支援法

第７６条第４項の規定を準用する。 
３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護保険法の保険給付の対象となる用具につ

いては、同法の給付対象者に該当する場合は給付の対象としない。 



４  第１項及び第２項の規定にかかわらず、既に用具の給付を受け、当該給付決定日から別

表１の耐用年数の欄に規定する期間を経過していない者については、原則として当該用具

の給付の対象としない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しく

は再給付の方が部品の交換よりも真に合理的、効果的であると認められる場合又は操作機

能の改善等を伴う新たな機器の方が重度心身障害児者の用具の使用効果が向上すると認

められる場合以外は、当該用具の給付の対象としない。 
 
（給付の申請等） 
第５条 用具（点字図書を除く。）の給付を受けようとする者（１８歳未満の児童にあって

はその保護者（以下「申請者等」という。））は、日常生活用具給付申請書（第１号様式、

以下「申請書」という。）、世帯状況・収入・資産等申告書（第５号様式、以下「申告書」

という。）及び難病患者にあっては医師の診断書（第６号様式）に次の各号に掲げる書類

を添え、市長に提出しなければならない。 
（1） 当該世帯の所得の状況を明らかにする書類 
（2） 用具の設置に工事を要する場合において、当該世帯の自己の所有でない家屋に居

住する者にあっては、当該家屋の所有者又は管理者の承諾書 
（3） 給付を受けようとする用具の見積書（居宅生活動作補助用具にあっては、購入費

及び改修工事費の見積書とする。） 
（4） その他市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者等の障害状況及び世帯状況等を

調査するものとする。 
 
（給付の決定等） 
第６条 市長は、前条第２項の調査により、給付の可否を審査し、別表１の区分に掲げる用

具（点字図書を除く。）の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知

書（第２号様式）により通知するとともに日常生活用具給付券（第３号様式）を交付する

ものとする。 
２ 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書

（第４号様式）により、当該申請者等に通知するものとする。 
 
（費用の負担者） 
第７条 第６条による給付の決定を受けた者（以下「受給者」という）は、第４条の規定に

基づいて給付する用具の費用の一部を負担しなければならない。 
 
（費用の負担額） 
第８条 前条の規定による費用の負担額（以下「利用者負担額」という）は、点字図書を除

き、別表１の価格の欄に掲げる価格と実際に購入する用具の価格のいずれか低い額（以下



「基準額」という。）の１割（ただし、１円未満の端数がある場合は切捨てるものとする。）

とする。ただし、当該月に係る利用者負担額の合計額が別表２に定める額を超えるときは、

別表２に定める額とする。 
２ 受給者は、前項の規定による利用者負担額を市長が指定する業者に直接支払うものと

する。 
３ 市長は、給付する用具の基準額から受給者が第２項の規定により業者に支払うべき額

を控除した額を当該業者に支払うものとする。 
４ 第１項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めたときは、利用者負担額を

減額若しくは免除することがある。 
 
（取消及び還付命令） 
第９条 市長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、用具の給付に要した費用の一部

又は全部を返還させることがある。 
（1） 給付された用具を給付の目的に反して使用したとき。 
（2） 偽りその他不正な手段によって、又は給付の対象者でなくなった後に用具の給付

を受けたとき。 
 
（調査及び協力義務） 
第１０条 市長は、本事業の適正な運営を図るため必要な調査を行うことができる。 
２ 受給者及び業者は、前項の調査に協力しなければならない。 
 
（その他） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、保健福祉局長が

定める。 
 

附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成１４年５月１日から施行する。 
 ただし、別表１（第３条関係）パーソナルコンピュータの項については、平成１４年８月



１日から施行し、同年７月３１日までは、従前の例によりワードプロセッサーを給付するこ

ととする。 
 

附 則 
（施行期日） 
この要綱は、平成１５年５月１日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１６年８月１日から施行する。 

 
附 則 

 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１６年９月１日から施行する。 

（経過措置） 
２  別表１の区分に掲げる用具のうち入浴補助用具及び歩行支援用具をこの要綱の施行

後、初めて給付する場合に係る第４条第４項の規定については、なお従前の例による。 
    ただし、平成 16 年 4 月 1 日から平成 16 年 8 月 31 日までにこれら用具の給付を受け

ている場合の、平成 16 年度中の給付額合計は基準額を超えないものとする。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 
附 則 



 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 
附 則 

 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 

（経過措置） 
 ２ 平成１６年３月３１日以前の申請に係るこの要綱による改正前の京都市重度心身障

害児者日常生活用具給付等要綱第６条第２項に基づく貸与の決定があった者及び昭和

６１年３月３１日以前の申請に係る旧京都市重度心身障害者及び老人日常生活用具給

付等要綱第８条に基づく貸与の決定があった者については、平成２０年５月１日に施

行された京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱第６条第２項の規定により

貸与の決定があったものとみなす。 
３ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）から平成２０年６月３０日までの間

は、平成１６年３月３１日以前の申請に係るこの要綱による改正前の京都市重度心身

障害児者日常生活用具給付等要綱第６条第２項に基づく貸与の決定があった者につい

ては、西日本電信電話株式会社から請求があった、第９条に規定する使用者が支払わな

ければならない費用のうち、通話料を除く費用の負担を要しないものとする。 
４ 施行日から平成２０年６月３０日までの間は、昭和６１年３月３１日以前の申請に

係る旧京都市重度心身障害者及び老人日常生活用具給付等要綱第８条に基づく貸与の

決定があった者については、平成２０年６月３０日までの間に西日本電信電話株式会

社から請求があった、第９条に規定する使用者が支払わなければならない費用のうち、

６０度数を超える通話料を除く費用の負担を要しないものとする。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 
 

附 則 



（施行期日） 
１ この要綱は、平成２２年１月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 平成２５年３月３１日以前の申請に係る京都市難病患者等居宅生活支援事業実施要

綱第８条に基づく給付の決定があった者については、平成２５年４月１日に施行された

京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱第６条第１項の規定により給付の決

定があったものとみなす。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 次に掲げる疾病にかかっている者であって、平成２６年１２月３１日以前の申請に

係る京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱第６条第１項の規定により給

付の決定があったものについては、平成２７年１月１日に施行された同要綱同規定に

より給付の決定を行えるものとする。 
（１） 劇症肝炎 
（２） 重症急性膵炎 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 次に掲げる疾病にかかっている者であって、平成２７年６月３０日以前の申請に係

る京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱第６条第１項の規定により給付



の決定があったものについては、平成２７年７月１日に施行された同要綱同規定によ

り給付の決定を行えるものとする。 
 
（１） 肝外門脈閉塞症 
（２） 肝内結石症 
（３） 偽性低アルドステロン症 
（４） ギラン・バレ症候群 
（５） グルココルチコイド抵抗症 
（６） 原発性アルドステロン症 
（７） 硬化性萎縮性苔癬 
（８） 好酸球性筋膜炎 
（９） 視神経症 

（１０） 神経性過食症 
（１１） 神経性食欲不振症 
（１２） 先天性 QT 延長症候群 
（１３） TSH 受容体異常症 
（１４） 特発性血栓症 
（１５） フィッシャー症候群 
（１６） メニエール病 

   
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 
 
附 則 

（施行期日）  
１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 
附 則 

（施行期日）  
１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成２９年５月８日から施行する。 
 
附 則 



（施行期日） 
１ この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 
 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この要綱の施行日前に給付の申請を行った者に係る別表の規定は、なお従前の例に

よる。 
 
附 則 

（施行期日） 
この要綱は、平成３０年９月１日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 
この要綱は、平成３１年３月２８日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この要綱の施行日前に給付の申請を行った者に係る別表の規定は、なお従前の例に

よる。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
（経過措置） 



２ この要綱の施行日前に貸与の申請を行った者に係る規定は、なお従前の例による。 
 

附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
 １ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
 ２ 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。 
 

附 則 
（施行期日） 
 １ この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 
（経過措置） 
 ２ 別表１（第４条関連）に定める情報・通信支援用具の給付において、京都市障害者情

報バリアフリー化支援事業実施要綱に基づき助成の決定を受けた者のうち、当該助成

決定日から別表１の耐用年数の欄に定める年数を超えない範囲内において当該用具の

給付決定を行う者については、別表１の価格の欄に定める金額から当該購入費を除い

た金額を超えない金額の範囲内で、分割して給付することができる。 
 ３ 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。 
 

附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 
  附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 
 
  附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 
 附 則 
（施行期日） 



 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 


